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	第１条　本会は、日本港湾振興団体連合会という。
	第２条　本会は、各港湾振興協会及びこれと同じくする団体の横の連携を密にして、各港湾の民主的運動を強力に推進し、もって各港湾の振興に寄与することを目的とする。
	第３条　本会は、各港の振興を目的とする団体、港湾関係の団体及び有志をもって組織する。
	第４条　本会は、前条の目的達成のため次の事業を行なう。
	第５条　本会の会員は、次の3種とする。
	第６条　本会に次の役員を置く。
	第７条　本会の役員は、会員のうちから総会において選出する。
	第８条　役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
	第９条　本会に名誉会長及び顧問若干名を置くことが出来る。
	（会費及び会計）
	（定款の変更）
	（内　規）
	（支　部）
	第１条　本規程は、定款第12条に規定する会費について定めるものとする。
	第２条　定款第５条第２項に定める港湾の振興を目的とする団体（市町村・商工会議所を含む）の会費は次のとおりとする。
	第３条　定款第５条第４項に定める団体又は個人の会費は次の通りとする。
	第４条　会費は、入会の日より三ヶ月以内に納入するものとする。

